
御中 

業債第４４号（例） 

２０２４年１０月２５日 

 

代理店引受金融機関本部 

代    理    店 

 

日 本 銀 行 業 務 局 

 

 

「日本銀行代理店国債事務取扱手続」の一部改正等に関する件 

 

無記名国債証券の残高および登録国債（出資・拠出国債、株式会社日本政策

投資銀行危機対応業務国債および原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債にか

かるものを除く。）の残高が皆無となったことに伴い、または規程整備の観点

から、標記規程（平成５年１２月１７日付業債第１０号別冊）の一部を別紙の

とおり改正し、２０２４年１１月８日から実施することとしましたので、通知

します。 

── 本件は、「無記名国債証券および登録国債に関する今後の対応等につい

て」（２０２４年２月２７日付業債第９号）において改めてご連絡すると

していた規程改正です。 

── 併せて、同日付で、日本銀行ホームページに掲載している学習資料「代

理店事務（国債事務および供託振替国債事務）の概要」および「Ｑ＆Ａ集」

の一部を改正するほか、無記名国債証券の元利払事務チェックリストに

ついては、同事務が今後代理店において発生しないことから、日本銀行

ホームページへの掲載を取りやめます。 

 

以  上 

 



 

 

別紙 

 

「日本銀行代理店国債事務取扱手続」中一部改正 

 

○ 総目次を削る。 

 

○ 第１編目次を次のとおり改める（全面改正）。 

 

 目  次  

 

１００ はじめに 

１１０ この手続の適用 

１１１ 取扱機関ごとの事務取扱範囲一覧 

１２０ 用語の解説・略称 

１３０ 証票類の名称・略称・保管期間等一覧 

１４０ 共通事項 

１４１ 受付証票類への店名などの表示 

１４２ 回収証券類への廃印の押なつと取消方法 

１４３ 消滅時効期間の計算方法と消滅時効の特例扱い 

１４４ 証券の整理保管 

 

○ 第２編目次を次のとおり改める（全面改正）。 

 

 目  次  

 

２００ 元利金支払事務 

２１０ 削除 

２２０ 削除 

２３０ 記名国債証券の元利払 

２３１ 自店備付けの記名国債証券印鑑票・氏名等届出書の取扱い 

２３２ 元利金の支払 

 ２３２―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

 ２３２―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 



 

 

２４０ 削除 

２５０ 誤払の補正方法 

２６０ 元利払の取まとめ 

２６１ 日常の取まとめ 

２６２ 月分の取まとめ 

 

○ 第３編目次を次のとおり改める（全面改正）。 

 

 目  次  

 

３００ 記名国債証券交付事務 

３１０ この編のなかでの共通事項 

３１１ 印鑑票・氏名等届出書・交付内訳書・交付通知書・ 

裁（認）定通知書の様式 

３１２ 取扱機関相互間の証券の送付 

３１３ 取扱機関相互間の印鑑票・氏名等届出書の送付（元利金の支払が完了

した印鑑票・氏名等届出書の送付を除く。） 

３１４ 証券の交付年月日等の表示 

３２０ 新規発行証券の交付 

３２１ 証券・交付内訳書・印鑑票・氏名等届出書の受入 

３２２ 証券の交付 

３２２－１ 一括代理受領のとき 

 ３２２―１―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

 ３２２―１―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

３２２－２ 直接交付のとき 

 ３２２―２―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

 ３２２―２―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

３２３ 証券・印鑑票・氏名等届出書・交付内訳書等の記載事項が相違してい

るときの取扱い 

３２３－１ 自店限りの訂正・関係先への連絡 



 

 

３２３－２ 訂正通知書による訂正 

３２４ 交付通知書再交付の通知を受けたとき 

３２５ 交付取扱店の変更 

３２６ 国債を受ける権利の差押えに伴う交付差止 

３２７ 交付事務の月分取まとめ 

３３０ 証券の発行取消 

３３１ 交付差止 

３３２ 発行取消 

３３２－１ 未交付の証券の発行取消 

３３２－２ 交付済の証券の発行取消 

 

 

○ 第４編目次を次のとおり改める（全面改正）。 

 

目  次 

   

４００ 記名国債証券各種請求事務 

４１０ この編のなかでの共通事項 

４１１ 国債証券受領書の交付・回収・保管 

４１１―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４１１―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４１２ 印鑑票・氏名等届出書の取戻し 

４１２の２ 印鑑票等（見本証券添付分）・見本証券（印鑑票等毎配付分）の

取戻し（見本証券（印鑑票等毎配付分）のみの取戻しを含む。） 

４１３ 証券・印鑑票・氏名等届出書の記載事項の書換え（支払場所の改称に

よる書換えを含む。） 

４１４ 証券の送付請求 

４１４―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４１４―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４１５ 本人確認書類の種類および記録事項 

４１６ 委任状 

４１６―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 



 

 

４１６―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４１６の２ 委任状等の代書 

４２０ 各種の請求 

４２１ 元利金支払場所変更の請求 

４２１－１ 自店が請求を受けたとき 

４２１―１―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２１―１―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２１－２ 他店が請求を受けたとき 

４２１―２―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２１―２―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２２ 記名変更の請求 

４２２－１ 記名変更請求の受理 

４２２―１―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２２―１―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２２－２ 相続による記名変更の審査基準 

４２３ 証券・利賦札滅紛失の届出 

４２３－１ 証券（利賦札）滅紛失届の受理 

４２３―１―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２３―１―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２３－２ 代証券交付請求などの案内 

４２３－３ 滅紛失 
利賦札元利金（償還金）支払 

請求書の受理 
代 証 券 交 付 

４２３―３―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２３―３―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２３－４ 代証券の送付を受けたとき 

４２３―４―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２３―４―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２３－５ 滅紛失利賦札元利金（償還金）支払通知書の送付を受けたとき 

４２３－６ 滅紛失証券（利賦札）発見届の受理 

４２３―６―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２３―６―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２４ 汚染き損証券引換の請求 



 

 

４２４－１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２４－２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２５ 改印の届出（届出印廃止分以外の記名国債証券のみ） 

４２６ 住所の変更 

４２６－１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２６－２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２７ 記名者の行為能力に関する届出 

４２７－１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２７－２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２７の２ 相続財産管理人または相続財産清算人の選任に関する申出 

４２７の２―１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２７の２―２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２８ 印鑑票・氏名等届出書の更新と再製 

４２８－１ 印鑑票の更新 

４２８－２ 氏名等届出書の更新 

４２８－３ 印鑑票の再製 

４２８－４ 氏名等届出書の再製 

４２９ 同時請求の取扱い 

４２９－１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

４２９－１－１ 証券（利賦札）滅紛失届の受付時 

４２９－１－２ 滅紛失 
利賦札元利金（償還金）支払 

代  証  券  交  付 
請求書の受付時 

４２９－１－３ 
滅紛失代証券・滅紛失利賦札元利金（償還金）支払通

知書の受入時 

４２９－１－４ 発見届（支払（交付）請求書未提出分）の受付時 

４２９－１－５ 記名変更請求と支払場所変更請求の同時請求 

４２９－２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

４２９－２－１ 証券（利賦札）滅紛失届の受付時 

４２９－２－２ 滅紛失 
利賦札元利金（償還金）支払 

代  証  券  交  付 
請求書の受付時 

４２９－２－３ 滅紛失代証券・滅紛失利賦札元利金（償還金） 

        支払通知書の受入時 



 

 

４２９－２－４ 発見届（支払（交付）請求書未提出分）の受付時 

４２９－２－５ 記名変更請求と支払場所変更請求の同時請求 

４２９の２ 自店備付けの記名国債証券印鑑票・氏名等届出書または自店を支

払場所とする記名国債証券の記載事項に誤りがあるときの取扱

い 

 

 

○ 第５編目次を次のとおり改める（全面改正）。 

目  次 

５００ 削除 

 

 

○ 第６編目次を次のとおり改める（全面改正）。 

目  次 

６００ 削除 

 

 

○ 第７編目次を次のとおり改める（全面改正）。 

 

目  次 

７００ 特殊事例 

７１０ 引揚者特別交付金国庫債券・慰労金国庫債券・特別葬祭給付金国庫

債券の消滅時効の特別扱い 

７２０ 元利金の送金請求 

７３０ 削除 

７４０ 削除 

７５０ 記名国債証券の買上償還 

７５１ 買上償還代金の支払（窓口事務） 

７５１－１ 届出印廃止分以外の記名国債証券の取扱い 

７５１－２ 届出印廃止分の記名国債証券の取扱い 

（ 参考 ）記名国債証券の買上価格等一覧 

７５２ 買上償還の取まとめ 



 

 

７６０ 削除 

７７０ 削除 

 

○ 第８編目次を次のとおり改める（全面改正）。 

 

目  次 

８００ 雑 則  

８１０ 失効証券類の取扱い 

８２０ 見本国債証券類の取扱い  

（参考 1）見本国債証券類配付一覧 

（参考 2）第九回特別弔慰金国庫債券などの見本国債証券類 

８３０ 位置、店舗名称および店番号変更に関する届出  

 

 

○ 第２編仕切紙を次のとおり改める（全面改正）。 

 

第２編 元 利 金 支 払 事 務 

 

 
 

 

 

 

○ 第５編仕切紙を次のとおり改める（全面改正）。 

 

第５編 削除 

 

 

○ 第６編仕切紙を次のとおり改める（全面改正）。 

 

第６編 削除 

 

記名国債証券の元利払、誤払の補正方法および元

利払の取まとめ事務に項目を分け、それぞれの取

扱要領を定めている。 



 

 

○ １１０を横線のとおり改める。 

１１０ こ の 手 続 の 適 用 

 

 

日本銀行代理店における国債事務は、別に定めのあるものを除き、この手続により

取扱う。なお、この手続により取扱う無記名国債証券および登録国債は、令和３年３

月３１日までに発行されたものに限るものとする。 

国債証券および登録国債の元利金にかかる所得税（復興特別所得税が課される場合

には、復興特別所得税を含む。以下同じ。）および地方税の課税事務については、代

理店が税法その他の関係法令に従い、所得税の源泉徴収義務者および地方税の特別徴

収義務者として、自行庫で定めた方法により適切に行うこと。 

なお、無記名国債証券および登録国債に関する照会を受けた場合には、業務局営業・

国債業務企画グループへ照会し、その指示により取扱う。 

 

 組立て方  

 

○ この手続は、代理店における国債事務取扱の全般にわたる共通的事項、なら

びにその事務の種類ごと等に区分し、次の８編から構成されている。 
 

第１編 は じ め に 

第２編 元利金支払事務 

第３編 記名国債証券交付事務 

第４編 記名国債証券各種請求事務 

第５編 無記名国債証券各種請求事務削 除 

第６編 登録国債各種請求事務削 除 

第７編 特 殊 事 例 

第８編 雑   則 

 

○ 略（不変） 
＊ 略（不変） 

⇒ 略（不変） 

 

 利用上のその他参考事項  

 

○ 略（不変） 

 

○ 共通事項など当該事務の取扱いに関する事項は、「⇒○○○参照」としてその

定められている個所を具体的に示してある。 

 
＊ 略（不変） 

この手続の組立て方など 



 

 

 

 

 

  

 

○ この手続に用いられている用語および証票類の名称の略称は、 120｜用語の

解説・略称  および  130｜証票類の名称・略称・保管期間等一覧 に定めてい

る。なお、略称を定めている証票類については、各項目ごとに、はじめて出て

くるところで正式名称を使用し、以後その項目の中では略称を用いている。 

 

○ 略（不変） 

 

 この手続以外の定め  

 

○  国債事務の取扱いに関する日本銀行業務局からの通知類 

 



 

 

○ １１１を次のとおり改める（全面改正）。 

  



 

 

１１１ 取扱機関ごとの事務取扱範囲一覧 

 

日本銀行本店・支店・代理店・国債代理店・国債復代理店および国債元利金支払取

扱店において取扱うことができる国債事務の範囲は、次のとおりとする。 

 

 
          ○印－取扱ってよい。 

△印－自店を支払場所とするもの、または自店が新たに支払場所 

となるものに限り取扱ってよい。 

▲印－自店を支払場所とするものに限り取扱ってよい。 

×印－取扱うことができない。 

─印－取扱いにかかる照会を受けた場合には、業務局営業・国債 

業務企画グループへ照会し、その指示により取扱う。 

 

取扱機関 

 

事務の種類 

日 本 銀 行 

本店・支店 
代 理 店 

国債代理 

店・国債 

復代理店 

国債元利金支払取扱店 

在 日 外 国 

銀 行 等 
金 融 商 品 

取引業者等 

1．無記名国債の発行 
  応募金額の報告の受付、払込 

金額の受入等 

〇 × × × × 

2．無記名国債証券の各種請求 

●失効証券類の受入 

 

●失効証券類の受入以外 

 

 

○ 

 

─ 

 

○ 

 

─ 

 

○ 

 

─ 

 

○ 

 

─ 

 

○ 

 

─ 

3．登録国債の各種請求 ─ ─ ─ ─ ─ 

4．記名国債証券の交付 

●新規発行証券の交付 

 

●証券の発行取消 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

5．記名国債証券の各種請求 

(1) 各種請求 

●元利金支払場所変更の請求 

 

●記名変更の請求 

 相続による記名変更・改氏

名・字体等訂正 

 

●証券・利賦札滅紛失の届出

代証券交付・元利金支払の

請求、滅紛失証券・利賦札

の発見届を含む。 

 

●汚染き損証券引換の請求 

 

●改印の届出 

 

●住所の変更 

 

 

 

△ 

 

○ 

（但し受付

は△※1） 

 

○ 

 

 ※3 

 

 

○ 

 

△ 

 

△ 

 

 

 

△ 

 

△ 

 

 

 

○ 

 

 ※3 

 

 

○ 

 

△ 

 

△ 

 

 

 

△ 

 

△※1 

 

 

 

△※2 

 

 

 

 

△※2 

 

△ 

 

△ 

 

 

 

× 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 

 

 

× 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 



 

 

取扱機関 

 

事務の種類 

日 本 銀 行 

本店・支店 

 

代 理 店 

国債代理 

店・国債 

復代理店 

国債元利金支払取扱店 

在 日 外 国 

銀 行 等 

金 融 商 品 

取引業者等 

●行為能力に関する届出 

 

●相続財産管理人または相続

財産清算人の選任に関する

申出 

（2）その他 

●印鑑票または氏名等届出書

の更新 

 

●印鑑票または氏名等届出書

の再製 

 

●発行取消に関する支払済証

明書の発行 

 

●証券の送付請求 

 

●失効証券類の受入
※6 

 

○※4 

 

△ 

 

 

 

△ 

 

 

▲ 

 

 

▲ 

 

 

○ 

 

 

○ 

△ 

 

△ 

 

 

 

△ 

 

 

▲ 

 

 

▲ 

 

 

○ 

 

 

○ 

△※1 

 

△ 

 

 

 

△※5 

 

 

▲ 

 

 

▲ 

 

 

△※5 

 

 

△※5 

× 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

× 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

× 

6．元利金の支払 

 

●記名国債証券の元利払 

（買上償還を含む） 

 

●記名国債証券元利金の送金

請求 

 

●無記名国債証券および登録

国債の元利払（関係事務を含

む） 

 

 

 

▲ 

 

 

▲ 

 

 

─ 

 

 

 

▲ 

 

 

▲ 

 

 

─ 

 

 

 

▲ 

 

 

▲※5 

 

 

─ 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

─ 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

 

─ 

 

 
 

※１ 日本銀行支店、株式会社ゆうちょ銀行（以下「ゆうちょ銀行」という。）の国債代理店および日

本郵便会社の国債復代理店では、受付（届出印廃止分の記名国債証券にあっては、本人確認書類

の確認および本人確認書類の記録事項の記載を含む。）だけを行い、処理は日本銀行本店が行う。 

 

※２ ゆうちょ銀行の国債代理店または日本郵便会社の国債復代理店において、証券・利賦札滅紛失

の届出（滅紛失証券・利賦札の発見届を含む。）および汚染き損証券引換の請求があった場合に

は、受付（届出印廃止分の記名国債証券にあっては、本人確認書類の確認および本人確認書類の

記録事項の記載を含む。）を行ったうえで、関係書類を日本銀行本店へ送付することとしている。

なお、滅紛失証券・利賦札にかかる代証券交付・元利金支払の請求にかかる受付および取次ぎは

行っていない。 

 

※３ 証券・利賦札滅紛失の届出、または汚染き損証券引換の請求と同時に受けた他の請求・届出は、

自店が支払場所でないものでも取扱うことができる。 

 

※４ 行為能力に関する届出と同時に受けた他の請求・届出は、自店が支払場所でないものでも取扱

うことができる。 



 

 

 

※５ 日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令（昭和４１．７．８大蔵省令第４４

号。以下この項において「省令」という。）により、当分の間、ゆうちょ銀行の国債代理店および

日本郵便会社の国債復代理店を除く。 

 

※６ 滅紛失証券・利賦札の発見届による分を含む。 

  



 

 

○ １２０の指定店を削る。 

 

 

○ １２０の無記名国債中、該当する国債名称を削る。 

 

 

○ １２０の登録国債（主登録・付記登録）中、「⇒ 質権・担保権に関する登録は、

６００登録国債各種請求事務 参照」を削る。 

 

 

○ １２０の利付国債と利札中、無記名国債証券の様式例（利付国債）参照を削る。 

 

 

○ １２０の割引国債を削る。 

 

 

○ １２０の を次のとおり改める（全面改正）。 

 

  

国 債 証 券 の 様 式 例 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

国債 証券 の 様式 例 

 

 

 

国債証券の様式は、財務省（平成１２年１２月以前発行のもの

は大蔵省）において国債名称等ごとに定め、その要項が告示され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

記名国債証券の様式例  

             （表  面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（賦 札） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ① 「記名」の旨の表示 
  ② 国債名称・記号 

③ 支払期日 
④ 機械処理用コード番号（右が証券の番号を示している。） 

 

 

 

額面金額等  

記載部分  

は支払っては 

ならない。 

賦   札  

で元利金（償 

還金）を支払 

う。 

 

 

① ② 
② 

③ 

④ 

① 「記名」の旨の表示  

② 国債名称・記号 

③ 証券の番号 

④ 表面文言 

 ＊ 届出印廃止分以外の記名国債証券に
は押印に関する記載がある一方、届出
印廃止分の記名国債証券には本人確認
書類の呈示に関する記載があるなど、
文言の内容に違いがある。 

 

① 

② 

③ 
③ 

④ 

② 



 

 

（裏  面） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 証券の交付年月日または送付年月日の記載欄  

＊ 令和２年９月３０日以前に交付した証券の賦札（証券交付時点で既に支払期日が到来している

ものに限る。）には、証券の交付年月日等が表示されている。 

② 記名者があらかじめ届出印を押しておく欄 

 ＊ 届出印廃止分の記名国債証券には、当該欄は設けられていない。 

③ 支払場所の店名記載欄 

④ 権利者の氏名記載欄 

⑤ 裏面文言 

 ＊ 届出印廃止分の記名国債証券には、印鑑に関する記載がない。 

⑥ 支払期番号（クーポン番号ともいい、この番号の順に支払う。） 

⑦ 廃印を押す個所 

⑧ 受領印を押す個所 

 ＊ 届出印廃止分の記名国債証券には、当該箇所は設けられていない。 

 

  

① 

② ③ ④ 

⑥ 

⑦ ⑧ 

⑤ 



 

 

○ １３０を次のとおり改める（全面改正）。 

 

  



 

 

 

１３０ 証票類の名称・略称・保管期間等一覧 

証票類の名称・書式№（用紙寸法）・記載例（例示）の掲載個所・略称・保管期間

は次のとおり。 

名称欄の○印分は、代理店引受金融機関で調製する証票類 

⇒ 日本銀行ホームページの国庫・国債事務関連の書式ファイル集に参考書式を掲載 

書 式 № 

（用紙寸法） 
名  称 

記載例の

主要掲載

個所 

略 称 保管期間 

３２０（Ａ４） 

３２１（Ａ４） 

○国債元利金支払票 

国債元利金支払計算書 
２１０ 

支払票 

計算書 

５ 年 

─── 

３３０（Ａ）（－） 

３３７（Ａ）（－） 

登録国債元金支払通知書 

登録国債利子支払通知書 

─── 

───                                                                                                                      

元金支払通知書 

利子支払通知書 

５ 年 

５ 年 

３３４（Ａ５） 登録国債元利金振込関係依頼書 ─── 振込関係依頼書 １０年 

３５０（Ａ４）  滅紛失利賦札元利金（償還金）領収
証書（滅紛失利賦札元利金（償還金）
支払通知書の下部） 

２３２ 

 

滅紛失元利金領
収証書 

─── 

４００（Ａ４） 

 

○国債元利金受払報告表 

〃      （控） 

２６１ 

─── 

受払報告表 

〃  （控） 

─── 

１ 年 
（月計分を含む） 

３８４（Ａ４） ○国債利子内訳表 ２６２ ─── ─── 

３８０（Ａ４） 

 

３８６（Ａ４） 

 

 

 

○支払済証券類等送付内訳表 

支払済証券類等送付内訳表原符 

支払済証券類等受領書 

 

２６２ 

 

２６２ 

 

 

─── 

─── 

─── 

各種の送付内訳表を

総称するときは、単に

送付内訳表という。 

─── 

１ 年 

１ 年 

 

─── 国債証券類受付書 ２６２ ─── 随 時 

  



 

 

 

書 式 № 

（用紙寸法） 名  称 

記載例の 

主要掲載 

個所 

略 称 保管期間 

─── 

 

 

─── 

 

─── 

 

 

─── 

 

 

─── 

記名国債証券印鑑票 
（国債名称ごとに書式が定められている。） 

氏名等届出書 
（国債名称ごとに書式が定められている。） 

交付内訳書 
（国債名称ごとに書式が定められている。） 

交付通知書（受取人明細表を含む） 
領  収  証（交付通知書） 
（国債名称ごとに書式が定められている。） 

裁（認）定通知書 

（国債名称ごとに書式が定められている。） 

３１１ 

 

３１１ 

 

３１１ 

 

３１１ 

 

 

３１１ 

 

印鑑票 

 

─── 

 

─── 

 

─── 

 

─── 

─── 

 

─── 

 

１０年 

 

 

─── 

 

─── 

 

２０７（Ａ５） 

 

 

───（Ａ４） 

─── 

○記名国債証券印鑑票等送付書 

記名国債証券印鑑票等受領書 

記名国債証券印鑑票等送付書原符 

記名国債証券印鑑票送付先一覧 

送付書 

領収証書 

 

３１３ 

 

３２１ 

３２１ 

印鑑票等送付書 

印鑑票等受領書 

印鑑票等送付書原符 

印鑑票送付先一覧 

─── 

─── 

随時 

１年 

随時 

随時 

随時 

２１５（Ａ）（Ａ４） 

 

２１５（Ｂ）（Ａ４） 

 

─── 

 

 

─── 

─── 

○支払場所に対する訂正通知（印鑑票・

氏名等届出書・記名国債証券の記載

事項訂正用） 

○支払場所に対する訂正通知（記名国

債証券のみの記載事項訂正用） 

訂正通知書 

(都道府県知事・厚生労働省からの訂
正依頼書を含む) 

交付通知書再交付の通知書 

交付取扱店変更の通知書 

３２３－２ 

 

３２３－２ 

 

３２３－２ 

 

 

――― 

――― 

─── 

 

――― 

 

─── 

 

 

─── 

─── 

１ 年 

 

１ 年 

１ 年 

 

 

１ 年 

１ 年 

 

２０９（Ａ４） 

 

 

２１０（Ａ４） 

○領収証送付書 

領収証受領書 

領収証送付書原符 

○交付状況報告表 

〃   （控） 

 

３２７ 

 

 

３２７ 

─── 

─── 

─── 

─── 

─── 

随 時 

１ 年 

 

─── 

１ 年 

 

  



 

 

 

書 式 № 

（用紙寸法） 
名  称 

記載例の

主要掲載

個所 

略 称 保管期間 

─── 

─── 

発行取消の通知書 

引渡書 

３３２－１ 

３３２－２ 

発行取消通知書 

─── 

１ 年 

─── 

２０８（Ａ）（Ａ５） 

 

 

２０８（Ｂ）（Ａ５） 

○記名国債証券印鑑票等取戻通知書 

○  〃       ゆうちょ銀行の国債代理
店または日本郵便会社の
国債復代理店あて 

記名国債証券取戻印鑑票等受領書 

４１２ 

 

 

４１２ 

 

印鑑票等取戻通知書 

 

 

取戻印鑑票等受領書 

１ 年 

１ 年 

 

─── 

───（Ａ５） 
○印鑑票等・見本証券の取戻通知書 

○見本証券取戻通知書 
４１２の２ ─── 

１ 年 

１ 年 

１０５（Ａ５） ○国債証券送付請求書 ４１４ 送付請求書 １０年 

２００（Ａ４） 

 

２０１（Ａ４） 

─── 

○記名国債証券元利金（償還金）支払場所
変更請求書 

○記名国債証券記名変更請求書 

戸籍謄（抄）本など記名変更の事実を証
する書類 

４２１－１ 

 

４２２－１ 

４２２－２ 

請求書または支変
請求書 

請求書または記変
請求書 

─── 

─── 

─── 

１ 年 

２０３（Ａ４） 

２１８（Ａ４） 

２０４（Ａ４） 

３５０（Ａ４） 

２０５（Ａ４） 

○証券（利賦札）滅紛失届 

〃     （写） 

記名国債証券の代証券等ご請求について 

 滅紛失 
利賦札元利金（償還金）支払 
代  証  券  交  付 

請求書 

滅紛失利賦札元利金(償還金)支払通知書 

○滅紛失証券（利賦札）発見届 

４２３－１ 

─── 

４２３－２ 

４２３－３ 

４２３－５ 

４２３－６ 

 

届書または滅紛失届 

〃   （写） 

案内書 

請求書または支払
（交付）請求書 

滅紛失元利金支払
通知書 

発見届 

─── 

１ 年 

─── 

─── 

─── 

─── 

２０２（Ａ４） ○汚染き損証券引換請求書 ４２４ 請求書 ─── 

２０６（Ａ４） ○改印届 ４２５ 届書または改印届 １０年 

─── 住所を変更した旨の書面（記名国債証券住

所変更請求書を除く。） 

─── ─── １０年 

２２０（Ａ４） ○記名国債証券住所変更請求書 ４２６ 請求書または住所

変更請求書 

１０年 

─── 住民票（写）など住所証明書類 ─── ─── １年 

 

  



 

 

 

書 式 № 

（用紙寸法） 
名  称 

記載例の 

主要掲載 

個所 

略 称 保管期間 

─── 

─── 

─── 

成年到達届（委任状を含む） 

法定代理人変更届（委任状を含む） 

戸籍謄（抄）本など記名者の行為能力変更

などの事実を証する書類 

４２７ 

４２７ 

─── 

届書 

─── 

─── 

─── 

１ 年 

───（Ａ４） ○記名国債証券印鑑票等再製確認依頼書 ４２８－３ 

４２８－４ 

─── ─── 

 

１０３（Ａ５） 

 

 

 

 

 

 

 

１０４（Ａ５） 

○国債証券受領書 

国債証券受領書原符 

 

 

○国債証券類送付書 

 

 

 

国債証券類受領書 

国債証券類送付書原符 

４１１ 

 

 

 

 

 

３１２ 

証券受領書 

証券受領書原符 

 

 

証券類送付書 

 

 

 

証券類受領書 

証券類送付書原符 

１０年 

受 領 証 欄
に記載・押
印 の な い
も の は １
年 

随 時 
交 付 状 況
報 告 表 の
作 成 資 料
と す る も
のは、それ
ま で 保 管
する。 

１ 年 
 

 
証 券 の 送
付 請 求 に
関 す る も
の は １ ０
年 

２１１（－） 

 

２１２（Ａ４） 

消滅時効に関する照会書 

〃       （写） 

消滅時効に関する回答書 

７１０ 

─── 

７１０ 

照会書 

〃 （写） 

回答書 

─── 

随 時 

１ 年 

消 滅 時 効

が 完 成 し

て い る 旨

の 回 答 書

だけ 

３０１（Ａ５） 国債元利金送金請求書 ７２０ 送金請求書 ５ 年 

 

  



 

 

書 式 № 

（用紙寸法） 
名  称 

記載例の

主要掲載

個所 

略 称 保管期間 

─── 

３５１（Ａ４） 

 

３８３（Ａ５） 

買上げを必要とする旨の証明書 

記名国債証券買上償還請求書 

買上代金領収証書 
（国債名称ごとに書式が定められている。） 

○買上償還証券送付内訳表 

買上償還証券受領書 

買上償還証券送付内訳表原符 

７５１ 

７５１ 

 

 

７５２ 

 

買上証明書 

買上請求書 

─── 

─── 

─── 

─── 

─── 

─── 

─── 

─── 

１ 年 

 

１０６（Ａ５） 

○失効証券類受付書 

失効証券類受領書 

失効証券類送付書 

 

８１０ 

─── 

─── 

─── 

１ 年 

─── 

─── 

４２０（Ａ４） 見本国債証券類保管目録 ８２０ 保管目録 随 時 

＊証票類は、用済後自行庫で定めた方法により整理したうえ、上記の期間保管する。 
 

 

 

 

  



 

 

○ １４２を次のとおり改める（全面改正）。 

  



 

 

１４２  回収証券類への廃印の押なつと取消方法 
 

 

①廃印の押なつ 

 

○ 元利金の支払および各種の請求その他により回収した

証券・利賦札には、その受領後直ちに押なつ例により廃印

を明りょうに押す。 

 

○ 支払済の利賦札については、廃印に代え一般公社債用

の「支払済印」（「支払済」と表示し、自行庫の名称・店

舗名が入っているものに限る。）を使用してよい。 

 

●「支払済印」で代用するときも、赤色系統の色は使用し 

ない。 

 

 

［廃印のひな形］ 

 

 

 

 

 

 

 

➊ 大きさ     直径２０mm 

➋ 店名表示    「代理店」の文言は省略してよい。 

➌ 赤色系統の色は使用しない。 
＊ 廃印は、自行庫で調製する。 

 

廃 
○○代理店 



 

 

（廃印の押なつ例） 

➊ 利賦札に押なつするとき 

● 表面の場合              ● 裏面の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➋ 証券の表面に押なつするとき 

● 無記名国債証券の本券部分のみの場合 

 
 

● 付属利賦札のある証券の場合 
 

  

廃 
○○代理店 

廃 
○○代理店 

廃 

○○代理店 

廃 

○○代理店 

廃 

○○代理店 

廃 

○○代理店 

＊無記名国債証券についても、上記

例示と同様に廃印を押す。 

廃 

○○代理店 
＊無記名国債証券についても、 

左記例示と同様に廃印を押す。 



 

 

②廃印の取消方法 ○ 証券・利賦札に誤って廃印を押したときは、次の方法によ

り廃印を取消したうえ、証券・利賦札を請求者に返す。 

なお、誤って廃印を押した記名国債証券について請求者が

新証券との引換えを希望したときは、汚染き損証券引換請求

書を作成し、証券の引換請求に必要な手続きを行う。 
⇒ ４２４参照・汚染き損証券引換の請求 

［証券のとき］ 

 

 
 

 

 

 

［利賦札のとき］ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

交差する斜線で抹消する。 

6.5.10 
廃印取消 

「○年○月○日廃印取消」

と記載する。 

＊ ゆうちょ銀行の国債代理店および日本郵便会社の国債復代理店の取扱方 

ゆうちょ銀行の国債代理店および日本郵便会社の国債復代理店では、支払済の利賦札には

「日附印」を押し、また、誤って押した「日附印」は、交差する斜線で抹消し、「○年○月○

日日附印取消」と記載することにより取消す。 

 

6.5.10 
廃印取消 

「○年○月○日廃印取消」

と記載する。 

交差する斜線で抹消する。 

廃 
○○代理店 



 

 

○ １４４を次のとおり改める（全面改正）。 

  



 

 

 

１４４ 証券の整理保管 
 

 要注意 ―支払済証券類等の取扱いを除く。 

⇒ 支払済証券類等の取扱いは、２６１② 参照 

 

○ 代理店において、元利払以外の各種の請求または記名国債証券交付事務により

受入れた証券を保管する場合には、次のとおり区分して袋類に納め、さらに一定

の容器（金庫に備付けのものを含む。）に納めて金庫に格納する。 

＊ ただし、記名国債証券交付事務により受入れた証券を事務集中センター等において保管

する場合には、袋類に納め、耐火性のある施錠可能なキャビネット等に保管することがで

きる。 

＊ 事務集中センター等において複数の代理店分の証券を整理保管する場合には、代理店ご

とに区分して袋類に納める。 

 

 

●記名国債証券  

（各種請求証券） 元利金支払場所変更・記名変更など各種請求手続により受

入れた証券 

（代証券） 滅紛失証券・汚染き損証券の代証券として業務局から送付

を受けた証券 

（新規発行証券） 交付取扱店が業務局から送付を受けた新たに発行する証

券（交付取扱店変更により旧交付取扱店から送付された証

券を含む。） 

（その他証券） 上記以外の証券（一部利賦札を滅紛失した残りの証券、都

道府県知事から提出を受けた発行取消証券など） 

 

○ 上記袋類には、保管する証券の現在高を表示する。 

 袋表示の記載例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 名 国 債 証 券  （代証券） 

6 年 
現在高 

確認印 
枚数 金額 

 

9 

 

 

21 

27 

 

1 

3 

円 

200,000 

1,600,000 

 

○印  

○印  

 

 

 

上記区分を表示する。 



 

 

● 受払欄を設けてよい。 

● 金額欄は、証券の額面金額により記載する。 

● 確認印欄は、確認者（取扱者でもよい。）が押印する。 

● 事務集中センター等において複数の代理店分の記名国債証券を保管する場合には、適宜の余

白に代理店名を記載する。 

 

  



 

 

○ ２００の 元利払の資金と支払済証券類等の流れ を次のとおり改める（全面改

正）。 

  



 

 

 
元利払の資金と支払済証券類等の流れ 

 

  

代理店における元利払の事務取扱いのうち、元利払の資金と支払済証券類等の

流れは、おおむね次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

日常事務 
 

支 
 
 
 

払 
 
 
 

請 
 
 
 

求 
 
 
 

者 

 

代 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

店 

 

統 

轄 

店 
 

（ 
日
本
銀
行
本
支
店 

） 

 

日常事務 

 

月分取まとめ事務 
 

 

月分取まとめ事務 
 

月分取まとめ事務 

 

日 

本 

銀 

行 
 

（ 

業 
 

務 
 

局 

） 

 

 

政 
 
 
 
 
 

府 
 

（
財 

 

務 
 

省
） 

 

会 

計 

検 

査 

院 

 

② 

 

 

⑥ 

 

 

④ 

 

 

利賦札・領収証書 
 

元利金支払 
 

国債元利金受払報告表 
 

資 金 

 

国債元利金受払高報告 
 

資 金 決 済 
 

資 金 交 付 
 

預金店における日本

銀行預り金勘定によ

り決済 

 

⑦ 

 

支払済の利賦札 
・領収証書（送付内訳 
表を添付） 
 

 
国債証券類受付書 
 

支払証券類受領書 

⑨ 

 

 

支払済の利賦札 
・領収証書（送付内訳 
表を添付） 
 

資金受払高報告 
支払済の利賦札 
・領収証書の調書 
 

 

 

① 

 

 

⑪ 

 

③ 

 

 

⑤ 

 

 

⑩ 

 

 

⑧ 

 

 



 

 

○ ２１０を次のとおり改める（全面改正）。 

 

２１０ 削除 

 

○ ２２０を次のとおり改める（全面改正）。 

２２０ 削除 

 

○ ２５０を次のとおり改める（全面改正）。 

 

  



 

 

２５０ 誤 払 の 補 正 方 法 
  

誤払補正 ○ 元利金の補正は、次の方法により補正用の国債元利金支払

票を作成し、請求者と精算する。 
 

＊ 誤払補正を行うときは、事前に統轄店（本店管下代理店は業務局国

債業務グループ。以下２５０において同じ。）へ適宜の方法により連

絡のうえ手続を進める。 

 

   ⇒ 国債元利金受払報告表の補正・２６１③参照 

 

 

 

 

 
誤りの内容 支払票の作成要領 請求者との精算方法 

➊支払期日未到来分また

は失効分の誤払のため、

支払済証券類等の返送

を受けたとき 

○ 誤払の利賦札、領収証書の元
利金額について作成する。 
・枚数、金額は赤色で記載する。 

○ 誤払の利賦札、領収証書と
引換えに、誤払の元利金支払
額の全額をれい入させる。 

➋元利金の過剰払のとき 

  

○ 過剰額についてだけ作成す
る。 
・金額は赤色で記載する。 

○ 過剰額をれい入させる。 

➌元利金の不足払のとき 

  

○ 不足額についてだけ作成す
る。 
・金額は黒色で記載する。 

 

○ 不足額を追加払する。 

〔補正方法一覧〕 

記載例１参照 

記載例２参照 

記載例２参照 



 

 

  

○ 上記➊のとき 

● 支払期日未到来の利賦札は、廃印を取消して請求者に

返す。 
   ⇒ １４２②参照・廃印の取消方法 

● 失効証券類は、なるべく提出させるよう取計らう。 
   ⇒ ８１０参照・失効証券類の取扱い 

 

○ 誤払の支払票と補正用の支払票との関連が明らかになる

よう、双方の支払票の下部余白に次の表示をする。 

 ・ 誤払の支払票……「○年○月○日補正」の旨 

 ・ 補正用の支払票…「○年○月○日支払分補正」の旨お

よび補正の事由・内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

以後の取扱は「２６０

元利払の取まとめ」へ

続く 



 

 

支払票の記載例１――支払期日未到来分または失効分の誤払を補正するとき 
〔設例１〕 令和５年１０月２日に支払った賦札のなかに令和６年９月３０日渡遺族国庫債券

の賦札２枚が混入していたことが判明したため、令和５年１０月９日にその支払額

をれい入させることとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

● 自店保管（保管期間５年） 

 

① 補正用のときは、すべて国債名称の記載を省略してよい。 
② 枚数・金額は赤色で記載する。 
③ 誤払の支払票との関連づけ、補正の事由を記載する。 
④ れい入日付を表示する。 

＊ 誤払分の支払票の下部余白に「５．１０．９補正」と表示する。 

書式No.320

　国　債　元　利　金　支　払　票

請
　
求
　
者

 住 所 番号札
税
　
区
　
分

円

地方税額 枚数 利 子 額

１．居住者

東京都〇〇市△△町１－１
２．内国法人

 氏 名（名称） ３．その他

　　甲野　太郎
元　　　　　　　金 利　　　　　　　　　　　　　　子

種　　　別 枚数 金　　　額

１　枚　当　り　の　金　額 合　　　計　　　金　　　額

種　　別 利 子 額 所得税額 所得税額 地方税額

（ ） （

国債名称 国債名称

）

証　　　　券 枚 円 利　　　　　　札 円 円 円 枚 円 円

（ ） （

〃 〃

）

支払済印
〃

（ ）

808

賦　　　　札 計
（イ） （ロ）

滅紛失利賦札

元利金（償還
金）領収証書 5.10.9

（注意） 記載が１行のときは、計の記載を要しない。 支払額（Ａ＋Ｂ） 円
資金請求額（Ａ＋イ） 円

14,28614,286
５．１０．２　支払分補正（誤払れい入）

計
（Ａ）

税　　　差　　　引　　　額
（Ｂ）（イ）－（ロ＋ハ）

808

（ハ）

2 13,478

① 

② 
③ 

④ 

② 



 

 

　　　　（正）円　（誤）円

利　子　額　　1,910　　1,190 

資金請求額　　1,910　　1,190 

支払額（Ａ＋Ｂ） 円
資金請求額（Ａ＋イ） 円

720720

（注意） 記載が１行のときは、計の記載を要しない。

計
（Ａ）

税　　　差　　　引　　　額
（Ｂ）（イ）－（ロ＋ハ）

賦　　　　札 計
（イ） （ロ） （ハ）

　6.10.2 支払分補正（追加払）

6.10.3

滅紛失利賦札

元利金（償還
金）領収証書

支払済印
〃

（ ）

（ ） （

〃 〃

）

720

円 円 枚 円 円

合　　　計　　　金　　　額

種　　別 利 子 額 所得税額 所得税額 地方税額

（ ） （

国債名称 国債名称

）

証　　　　券 枚 円 利　　　　　　札 円

書式No.320

　国　債　元　利　金　支　払　票

請
　
求
　
者

 住 所 番号札
税
　
区
　
分

円

地方税額 枚数 利 子 額

１．居住者

東京都〇〇市△△町１－１
２．内国法人

 氏 名（名称） ３．その他

　　甲野　太郎
元　　　　　　　金 利　　　　　　　　　　　　　　子

種　　　別 枚数 金　　　額

１　枚　当　り　の　金　額

支払票の記載例２――元利金の過剰払または不足払を補正するとき 

〔設例２〕 令和６年１０月２日取扱いの利払において、遺族国庫債券５万円券の令和５年
３月３１日渡の利子につき、誤った利子額を支払っていたことが判明したため、
令和６年１０月３日に次のとおり差額７２０円を追加払することとした。 

                 （正 当）  （誤 り） （補正額） 
          利 子 額  1,910 円  1,190 円  720円 
                     
                                   
                    
          資金請求額  1,910    1,190   720 

 
① 補正用のときは、すべて国債名称の記載を省略してよい。 
② １枚当りの金額、枚数は記載を要しない。 
③ 金額は黒色で記載する。 

● 過剰払によるれい入のときは、金額を赤色で記載する。 
④ 誤払の支払票との関連づけ、補正の事由・内容を記載する。 

● 過剰払によるれい入のときは、補正の事由を「（れい入）」と記載する。 
⑤ 追加払（またはれい入）日付を表示する。 

＊ 誤払分の支払票の下部余白に「６．１０．３補正」と表示する。 

③ 

① 

⑤ 

④ 

② 

● 自店保管（保管期間５年） 



 

○ ２６０から２６２までを次のとおり改める（全面改正）。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

代理店における元利払の取まとめ事務には、①代理

店が取扱った国債元利払資金を統轄店との間で決済す

るため、元利金の受払額を１日分ごとに取まとめて統

轄店に報告する事務と、②資金決済が行われた支払済

の利賦札および領収証書を１月分ごとに整理して統轄

店に送付する事務とがある。 

この手続では、①の事務を「日常の取まとめ」、②

の事務を「月分の取まとめ」として区分し、それぞれ

に必要な取扱要領を定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元 利 払 の 取 ま と め 



 

２６０ 元 利 払 の 取 ま と め 
 

⇒ 記名国債証券の買上償還の取まとめ・特殊事例７５２参照 
 

● 支払票により、日々受払報告表を作成し、統轄店へ日本銀行業務オンラインにより提出すると

ともに、受払額を自行庫で定めた方法により預金店へ報告する。 

  なお、受払額は、預金店における日本銀行預り金勘定を通じて統轄店と決済される。 

● 支払済の利賦札・領収証書は自店で保管しておき、支払月分ごとに取まとめて統轄店へ送付す

る。 

 

 

統 轄 店 

 

照合 

 

所定区分ごとに
内袋に納めたう
え包装する。 

〔日本銀行預り金勘定の受払〕 
 

預金店 

 

他の国庫金とあわ 

せて受払額を報告 

 

あらまし 
「２３０ 記名国債証券の元利払」から

続く 

 

代 理 店 

 

（１か月分をまとめて） 
 

日常の取まとめ 

 
月分の取まとめ 

 

自店 保管 
（受払報告表（控）を集計） 

月計分の 

受払報告表 

 

国債利子 

内訳表 

 

照合 

 

自店 保管 

受払報告表（控）
と一緒に保管 

領収証書 

 

利賦札 

 ・ 

支 払 票 

 

受払報告表（控） 

 
受払報告表 

 

●日本銀行預金収支

毎日報告表 

●国庫金内訳書 

 

送 付 内 訳 表 
 
 

（包装） 
 

国債利子 

内訳表 

 
利賦札 

 領収証書 

 

・ 
 

送 付 内 訳 表 
 
 

区分整理（帯かけ） 
 

利札 賦札  

 

領収
証書 

 



 

 

事 務 手 順 取   扱   要   領 

①国債元利金受払 

報告表の作成・ 

送付 

○ 国債元利金支払票により、支払月分ごとに、日々の元利金

の受払額を集計し、受払報告表を作成する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 受払報告表を統轄店へ日本銀行業務オンラインにより提

出し、「控」を自店に保管（保管期間１年）する。 
 

＊ 日本銀行ホームページに掲載されている受払報告表を使用する

場合には、当該受払報告表は、本書と控が一つのファイルとなって

いるが、控を削除せずに日本銀行業務オンラインにより提出する。 

 
 

○ 受払額を自行庫で定めた方法により、預金店（日本銀行と

の間に預金取引を行う自行庫店舗）へ報告する。 

＊ 元利支払金の決済は、他の国庫金の受払額と合算して別途預金店

における日本銀行預り金勘定を通じて決済される。 

⇒ 預金店・１２０用語の解説・略称参照 

支払月とは 

●元利金を支払った日の属する月をいう。 

●誤払補正による受払額のときは、当初の支払日の属す

る月をいう。 

受払報告表 

記載例参照 

２６１ 日 常 の 取 ま と め 



 

受払報告表の記載例   一 般 例 

 〔設例〕次の元利金の支払があったとき 
    ●第十一回特別弔慰金国庫債券２５万円券賦札４枚        １００，０００円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 作成の区分 

  支払月分ごとに作成。統轄店へ日本銀

行業務オンラインにより送付のうえ、

「控」を自店に保管（保管期間１年）す

る。 

＊ 日本銀行ホームページに掲載され

ている受払報告表を使用する場合に

は、当該受払報告表は、本書と控が一

つのファイルとなっているが、控を削

除せずに日本銀行業務オンラインに

より提出する。 

② 作成日を記載する。 

③ 支払月を記載する。 

④ 受欄には次の金額を記載する。 

 ● 誤払補正のためれい入させた元利

金の額 

⇒〔補正方法一覧〕 

 受払報告表の記載例４参照   

⑤ 払欄には次の金額を記載する。 

 ● 通常の元利金支払額 

● 誤払補正のため追加払した元利金 

の額 

   ⇒〔補正方法一覧〕 

 受払報告表の記載例３参照  

⑥ すべての元金を記載する。 
⑦ 買上代金は、特殊事例 752 参照 
⑧ 利子額を記載する。 

 

書式No.400

注意 かっこ書の月分は、元利金を支払った日（誤払補正のときは、当初の支払日）の属する月を

記載する。

国 債 元 利 金 受 払 報 告 表

（日　付） （店　名）

６．６．１５
日本銀行〇〇代理店 11011

代 理 店 ま た は

支払取まとめ店番号

（ 6 月支払分）

受 摘　　　　　　　要 払

円
 　  元     　　　　　　金

円

100,000
 　　買上代金 (

国債名称

)

 合　　　　　　　　計

100,000（　　+　　+　　）

 　 利　　　　　　 　　子

イ

ロ

ハ

イ ロ ハ

② 

③ 

① 

⑤ ④ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 



 

②支払済利札・ 

支払済賦札・ 

支払済領収証書

の整理保管 

○ 元利払により回収した支払済利札・支払済賦札・支払済

領収証書は、それぞれ区分して袋類に納め、さらに一定の

容器（金庫に備付けのものを含む。）に納めて、後記２６

２の月分取まとめを行うときまで金庫に格納保管する。 

   なお、月初においては、当月支払分と前月支払分の双

方を保管する場合があるが、この場合は、それぞれの支

払月分ごとに区分しておく。 
 
 
○ 袋類には、保管する支払済証券類等の現在高を表示す

る。 
 
袋表示の記載例 

 

支 払 済 賦 札 （支払月６月） 

 
６  年 

現 在 高 

確認印 

 

枚  数 金  額 

 

６ 

 

１ 

１０ 

１５ 

２０ 

 

１ 

２ 

４ 

１４ 

 

５０，０００円 

１００，０００ 

２００，５００ 

７００，５００ 

 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

㊞ 

 
● 受払欄を設けてよい。 

● 金額欄は、次の金額により記載する。 

支 払 済  利 賦 札    利賦札の券面金額 

支払済領収証書  領収証書の金額 

● 確認印欄は、確認者（取扱者でもよい。）が押印する。 

③受払報告表の補 

 正 

○ 統轄店へ送付した受払報告表の支払月・摘要項目・受払

額に誤りがあったときは、次の受払報告表を作成する。 

 ○ 受払報告表を統轄店へ日本銀行業務オンラインにより

提出し、「控」を自店に保管（保管期間１年）する。 
＊ 日本銀行ホームページに掲載されている受払報告表を使用す

る場合には、当該受払報告表は、本書と控が一つのファイルとな

っているが、控を削除せずに日本銀行業務オンラインにより提

出する。 

＊ 支払金の決済を要するときは、前記①により受払額を預金店
へ報告することとなる。 

＊ 補正を行うときは、事前に統轄店（本店管下代理店は業務局国
債業務グループ）へ適宜の方法により連絡のうえ手続きを進め
るのがよい。 

 

  



 

 〔補正方法一覧〕 

誤 り の 内 容 受 払 報 告 表 の 作 成 要 領 

 

➊支払月分の誤りのと  

 き 

 

○ 誤りを取消すための受払報告表 

  ●誤り分の受払報告表に記載の金額の

うち、支払月の誤りに該当する金額

について、すべて受払を逆に記載す

る。 

   （支払月欄には誤りの支払月を記載

する。） 

 

○ 正当分の受払報告表 

  ●支払月欄に正当な支払月を記載し、該当

する金額を誤り分の受払報告表と同じ

受払欄に記載する。 

 記載例１参照  

 

➋摘要項目の誤りのと 

 き 

 

○ 誤りを取消すための受払報告表 

  ●誤り分の受払報告表に記載の金額の

うち、摘要項目の誤りに該当する金

額について、受払を逆に記載する。 

 

○ 正当分の受払報告表 

  ●該当する金額を正当な摘要項目の受払

欄に記載する。 

 記載例２参照  

  

➌受払額の誤り〔請求者との受払額そのものに誤りがあるときは、前記２５０の手続きをあわせて行う。〕 

  

イ、正当受払額より

少なく報告して

いたとき 

 

○ 受払額を追加するための受払報告表 

  ●追加する受払額を該当摘要項目の受払欄に記載する。 
 

 記載例３参照  

 

 ロ、正当受払額より

多く報告してい

たとき 

 

○ 受払額を減額するための受払報告表 

  ●誤り分の受払報告表に記載の金額のうち、減額する金額について受払を逆に記載する。 

 

 記載例４参照  

  



 

受払報告表の記載例１   支払月の誤り 

 〔設例〕 令和６年２月１日に２月支払分として報告していた次の受払報告表の「元金 
１００，０００円」は１月支払分だったため、２月３日に補正。 

＊ 受払月区分の誤りのため、取消分と正当分を別葉に作成することとなる。 

 

 
                誤り分  

 

 

 

 

          

          

 

 取消分  

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 
 合　　　　　　　　計

100,000（　　+　　+　　）

 　 利　　　　　　 　　子

 　　買上代金 (
国債名称

)

受 摘　　　　　　　要 払

円
 　  元     　　　　　　金

円

100,000

６．２．１
日本銀行〇〇代理店 11011

代 理 店 ま た は

支払取まとめ店番号

（ 2 月支払分）

書式No.400

注意 かっこ書の月分は、元利金を支払った日（誤払補正のときは、当初の支払日）の属する月を

記載する。

国 債 元 利 金 受 払 報 告 表

（日　付） （店　名）

イ

ロ

ハ

イ ロ ハ

 
 合　　　　　　　　計

100,000 （　　+　　+　　）

 　 利　　　　　　 　　子

 　　買上代金 (
国債名称

)

受 摘　　　　　　　要 払

円
 　  元     　　　　　　金

円

100,000

６．２．３
日本銀行〇〇代理店 11011

代 理 店 ま た は

支払取まとめ店番号

（ 2 月支払分）

書式No.400

注意 かっこ書の月分は、元利金を支払った日（誤払補正のときは、当初の支払日）の属する月を

記載する。

国 債 元 利 金 受 払 報 告 表

（日　付） （店　名）

イ

ロ

ハ

イ ロ ハ

 
 合　　　　　　　　計

100,000（　　+　　+　　）

 　 利　　　　　　 　　子

 　　買上代金 (
国債名称

)

受 摘　　　　　　　要 払

円
 　  元     　　　　　　金

円

100,000

６．２．３
日本銀行〇〇代理店 11011

代 理 店 ま た は

支払取まとめ店番号

（ 1 月支払分）

書式No.400

注意 かっこ書の月分は、元利金を支払った日（誤払補正のときは、当初の支払日）の属する月を

記載する。

国 債 元 利 金 受 払 報 告 表

（日　付） （店　名）

イ

ロ

ハ

イ ロ ハ

誤り分と同じ支払

月を記載する。 

正当分 

元金１０万円が誤りなので、 

この金額を誤り分と同じ摘要項目 

の受欄に記載する。 

 

誤り分と同じ払欄に記載する。 

正当な支払月を記載する。 

 



 

   ＊ 支払月が同一のため取消分と正当分を同じ報告表に記載することとなる。 

 

 

 誤り分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       取消しと正当分  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

受払報告表の記載例２   摘要項目の誤り  
 
〔設例〕 令和６年１０月４日に１０月支払分の次の遺族国庫債券の元利金を全額「元金」とし

て報告していたため１０月７日に補正。 

             ５万円券の賦札  １枚 
             支払期番号（クーポン番号）１０ 
             元金額   ６，７３９円 
             利子額     ４０４     
              計    ７，１４３ 

 
（　　+　　+　　）

（ 10

 合　　　　　　　　計

7,143

 　 利　　　　　　 　　子

 　　買上代金 (
国債名称

)

7,143
円

 　  元     　　　　　　金
円

受 摘　　　　　　　要 払

代 理 店 ま た は

支払取まとめ店番号

月支払分）

６．１０．４
日本銀行〇〇代理店 11011

国 債 元 利 金 受 払 報 告 表

（日　付） （店　名）

書式No.400

注意 かっこ書の月分は、元利金を支払った日（誤払補正のときは、当初の支払日）の属する月を

記載する。

イ

ロ

ハ

イ ロ ハ

 （　　+　　+　　）

（ 10

404

 合　　　　　　　　計

404 404

 　 利　　　　　　 　　子

国債名称

) 　　買上代金 (

404
円

 　  元     　　　　　　金
円

月支払分）

受 摘　　　　　　　要 払

代 理 店 ま た は

支払取まとめ店番号

６．１０．７
日本銀行〇〇代理店 11011

国 債 元 利 金 受 払 報 告 表

（日　付） （店　名）

書式No.400

注意 かっこ書の月分は、元利金を支払った日（誤払補正のときは、当初の支払日）の属する月を

記載する。

イ

ロ

ハ

イ ロ ハ

７，１４３円のうち、利子相当       
額４０４円だけが誤りなので、       
この金額を誤り分と同じ摘要       

項目の受欄に記載する。 

 

正当な摘要項目の払欄に記載する。 



 

 

受払報告表の記載例３   受払額の誤り 

  
〔設例〕 令和６年１０月２日に報告していた次の受払報告表のうち、元金１００，０００円は

正当な金額より５０，０００円少なく報告していたため、１０月３日に補正。 
     

 
  誤り分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  追加分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
 
                             

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加金額だけ記載する。 

２８．６．２０ 

 
(６月支払分) 
 

 

 合　　　　　　　　計

100,000（　　+　　+　　）

 　 利　　　　　　 　　子

 　　買上代金 (
国債名称

)

円
 　  元     　　　　　　金

円

100,000

受 摘　　　　　　　要 払

代 理 店 ま た は

支払取まとめ店番号

（ 10 月支払分）

６．１０．２
日本銀行〇〇代理店 11011

国 債 元 利 金 受 払 報 告 表

（日　付） （店　名）

書式No.400

注意 かっこ書の月分は、元利金を支払った日（誤払補正のときは、当初の支払日）の属する月を

記載する。

イ

ロ

ハ

イ ロ ハ

 50,000（　　+　　+　　）

)

10 月支払分）

受 摘　　　　　　　要 払

円
 　  元     　　　　　　金

円

50,000

 合　　　　　　　　計

 　 利　　　　　　 　　子

 　　買上代金 (
国債名称

代 理 店 ま た は

支払取まとめ店番号

（

６．１０．３
日本銀行〇〇代理店 11011

国 債 元 利 金 受 払 報 告 表

（日　付） （店　名）

書式No.400

注意 かっこ書の月分は、元利金を支払った日（誤払補正のときは、当初の支払日）の属する月を

記載する。

イ

ロ

ハ

イ ロ ハ



 

 

 

 

 誤り分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 減額分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 
 
 

 

 

 

 

 

      

受払報告表の記載例４   受払額の誤り 
  

〔設例〕 令和６年１０月２日に報告していた次の受払報告表のうち、元金１００，０００円は

正当な金額より５０，０００円多く報告していたため、１０月３日に補正。 
     

減額する金額を誤り分と同じ摘要項目の受欄に記載する。 

 

 合　　　　　　　　計

100,000（　　+　　+　　）

 　 利　　　　　　 　　子

 　　買上代金 (
国債名称

)

円
 　  元     　　　　　　金

円

100,000

受 摘　　　　　　　要 払

代 理 店 ま た は

支払取まとめ店番号

（ 10 月支払分）

６．１０．２
日本銀行〇〇代理店 11011

国 債 元 利 金 受 払 報 告 表

（日　付） （店　名）

書式No.400

注意 かっこ書の月分は、元利金を支払った日（誤払補正のときは、当初の支払日）の属する月を

記載する。

イ

ロ

ハ

イ ロ ハ

 

 合　　　　　　　　計

50,000 （　　+　　+　　）

 　 利　　　　　　 　　子

国債名称

) 　　買上代金 (

円
 　  元     　　　　　　金

円

50,000

受 摘　　　　　　　要 払

代 理 店 ま た は

支払取まとめ店番号

（ 10 月支払分）

６．１０．３
日本銀行〇〇代理店 11011

国 債 元 利 金 受 払 報 告 表

（日　付） （店　名）

書式No.400

注意 かっこ書の月分は、元利金を支払った日（誤払補正のときは、当初の支払日）の属する月を

記載する。

イ

ロ

ハ

イ ロ ハ



 

 

 

２６２ 月 分 の 取 ま と め 

  

 

事 務 手 順 取   扱   要   領 

 

①国債元利金受払 

報告表の集計 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

○ 支払月分ごとに日々の受払報告表「控」を取まとめ、摘

要項目別の受払額を集計し、月計分の受払報告表を作成す

る。 

 

○ 月計分の受払報告表は、上部余白に「月計分」と表示し、

日々の受払報告表「控」と一緒につづり込む。 

 

○ 当該支払月分の受払報告表が１枚のときは、その上部余

白に「月計分」と表示し、月計分の作成を省略する。 

 

○ 月計分の受払報告表を作成した後に、前記２６１③の補

正のため当該支払月分の受払報告表を作成したときは、そ

の受払額を追加した月計分の受払報告表を作成する。（前に

作成した月計分の受払報告表と同様、上部余白に「月計分」

と表示し、当該支払月分の受払報告表と一緒につづり込

む。） 

 

②国債利子内訳表

の作成 

 

○ 支払月分ごとに利子の内訳を取まとめ、国債利子内訳表

を作成し、その利子額を合計した額を前記月計分の受払報

告表に記載の利子額と照合する。 

 

● 補正による受入額があるときは、これを差引いた金額

による。従って、この表の利子額を合計した額は、前記

月計分の受払報告表の「利子」欄に記載した受払額の差

額と一致する。 

 

 
 

 

 

 

  



 

書式 No.384 
 

日本銀行 
 

国 債 利 子 内 訳 表 

 
（日付） 
 

（店名） 
 

御中 
 

（３月支払分） 
 

代理店番号 
 

 
居住者・内国法人 非居住者・外国法人 

利 子 額 ４,０４０ 
 

所 得 税 徴 収 額  
 

 
 

注意 1．かっこ書の月分は、利子を支払った日の属する月を記載すること。 
2．税込利子額により記載すること。なお、誤払補正による受入額があるときは、これを差引いた金額により記載すること。 

 

○○支店 
 

６.４.１ 
 
日本銀行○○代理店 
 

11011 

 

円 
 

円 
 

 国債利子内訳表の記載例  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

③支払済証券類等 

の整理 

 

 

○ 支払済証券類等を支払月分ごとに取まとめ、次のとおり

区分して帯封をかけ、帯封上に枚数・金額を記載する。 

 
 
 
●支払済証券類（機械化分）                   機械化分と機械化以外分に区分する。 

                                ⇒ 機械化以外分の国債名称・１２０参照 
 

                                 帯封に合計の枚数・ 

                                 券面金額を記載する。 

                                  
                                 委任状などがあるときは添付する。 

 

  

 

 

支払月を記載する。 

 

賦 札 

支払済 ○○枚 
×××円 



 

●支払済証券類（機械化以外分） 
 
 
 それぞれの帯封に合計の枚数・ 

                                  券面金額を記載する。 

 

 

 

 

                                          委任状などがあるときは添付する。 

 

 
 

 

 

                           遺族国庫債券・引揚者国庫債券の賦札があるときは、 

                           次のとおり記載する。 

 
  ○○枚 

元金  ×××円 

利子  ××× 

 計   ××× 

 
●支払済領収証書等                                                        
                                                                                   
 
 
 
                 
 
 
  
                                 

 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ○○枚 
元金  ×××円 
利子  ×××円 
 計   ×××円 

○○枚 
×××円 

○○枚 
×××円 

支払済 
賦 札 

支払済 
利 札 

帯封のなかは国債名称別にまとめておく。 

帯封に合計の枚数・金額
を記載する。 

支 払 済 
 領収証書 

 

○○枚 

××円 

 

委任状などがあるときは 
添付する。 
 

遺族国庫債券・引揚者国庫債券の 
滅紛失元利金領収証書があるときは、 
次のとおり記載する。 
 

○○枚 

 

○○枚 

 

帯封に合計枚数を記載する。 
 

帯封に合計枚数を記載する。 
 

見本証券 
 

 
 支払完了分の記名国債証券印鑑票または氏

名等届出書に印鑑票等（見本証券添付分）が
含まれるときのみ。 
 

支払完了分の記名 

国債証券印鑑票 

支払完了分の氏名

等届出書 



 

 

  

④支払済証券類等

送付内訳表など

の作成と点検 

 

○ 支払済証券類等および支払完了分の印鑑票または氏名等

届出書により、次のとおり支払済証券類等送付内訳表など

を作成し、その金額を前記①により作成した月計分の受払

報告表の金額（受払額の差額）と照合する。 
 
＊ 支払完了分の印鑑票または氏名等届出書が印鑑票等（見本証券添

付分）であるときは、当該印鑑票または氏名等届出書と一緒に保管

している見本証券（印鑑票等毎配付分）も統轄店へ送付するため、上

記送付内訳表の欄外に「見本証券（国債名称＜略称でよい＞）○枚」

と記載する。 



 

 送付内訳表と月計分受払報告表との照合  

 
  ● 支払済証券類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

（機械化以外分） 

（機械化分） 

支払済証券類等送付内訳表 

月計分の 

受払報告表 

元      金 

利      子 

照 

合 

照 

合 
支払済証券類等 

送付内訳表原符 

(２枚複写） 

＜機械化分＞ 

＜機械化以外分＞ 

賦 札 

利 札 

賦 札 

元 金 

利 子 

領収証書 

利 子 

元 金 

支払済 

利  札 

支払済 

賦  札 

支払済 

領収証書 

支払済 

賦  札 

支払完了分の記名国債証券印鑑票または氏名等届出書に
印鑑票等（見本証券添付分）が含まれるときのみ。 

見本証券 

支払完了分の

氏名等届出書 

支払完了分の記名

国債証券印鑑票 



 

  送付内訳表の記載例  

 

 

 
 ２枚複写 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 記名国債の利札には、遺族国庫債券・引揚者国庫債券の初期利子がある。 

② 遺族国庫債券・引揚者国庫債券は、元金額と利子額に区分して記載する。 

③ 支払完了分の印鑑票または氏名等届出書の送付枚数を記載する。 

  ●委任状などがあるときは、書類の名称ごとに枚数を記載する。 

  ●支払完了分の印鑑票または氏名等届出書が印鑑票等（見本証券添付分）であるときは、当該

印鑑票または氏名等届出書と一緒に保管している見本証券（印鑑票等毎配付分）も統轄店へ

送付するため、「見本証券（国債名称＜略称でよい＞）○枚」と記載する。 

④ 他の送付内訳表と一緒に内袋に納め、統轄店へ送付する。 

 

2 1 9 8 01 1 2

2 1 9 8 0
合　　　　　計 2 1 8 6 8

滅紛失利賦札元利金 2 1 8 6 8 1 1 2

　　〃　　 （利子）

御中

日本銀行〇〇代理店
年

※

ＣＤ 仕　　出

1 0 1 1 0 6 0

書式No.380

支払済証券類等送付内訳表
（日付）

取 扱 店 番 号 支　払　月

月

1 9
あ て 先 日 本 銀 行 業 務 局

（統轄店経由）

※ＣＤ欄は代理店のみ記入のこと

〈機械化分〉

証
 
券

区　　　分 枚　　　　　 数 金　　　　　　　　　　　 額

利　付　国　債

円

4 00 0 0

利
　
札

区　　　分 枚　　　　　 数 金　　　　　　　　　　　 額

無 記 名 国 債
円

2

賦
　
札

区　　　分 枚　　　　　 数 金　　　　　　　　　　　 額

記　名　国　債
円

〈機械化以外分〉

利
　
札

区　　　分 枚　　　　　 数 金　　　　　　　　　　　 額

記　名　国　債
円

3 0 0 01

円 円

7 0 0

元　　　　　金 利　　　　　子賦
　
札

区　　　分 枚　　 数

0 0

計

記 名 国 債
円

0 0 07 0

円

承　認　払 （元金）
円 円

（統轄店受付印）

（添付書類）

領
　
収
　
証
　
書

区　　　　　分 枚数 元　　　　　金 利　　　　　子 計

6.10.3

枚委    　 　   任   　  　  　状

1 枚支 払 完 了 分 の 印 鑑 票 等

 

金　　　　　　　　　　　 額
円

書式No.380

あ て 先

仕　　出

御中日 本 銀 行 業 務 局
（統轄店経由）

※ＣＤ欄は代理店のみ記入のこと

支払済証券類等送付内訳表原符
（日付）

0

区　　　分

〈機械化分〉

（添付書類）

委　  　  　  任　      　　状

円円

証
　
券

区　　　分

領
　
収
　
証
　
書

賦
　
札

賦
　
札

区　　　分

利　付　国　債

枚　　　　　 数

枚

利
　
札

2

支 払 完 了 分 の 印 鑑 票 等

金　　　　　　　　　　　 額

記 名 国 債

4

枚　　　　　 数

1

金　　　　　　　　　　　 額

3 0 0 0

2

1 枚

枚　　 数 元　　　　　金 利　　　　　子 計

0 0
円

7 0 0

利
　
札 記　名　国　債

0 0

区　　　分 枚　　　　　 数 金　　　　　　　　　　　 額

無 記 名 国 債
円

記　名　国　債
円

0 0 0 0

区　　　分 枚　　　　　 数

円

6.10.3

※

ＣＤ

1 1 0 1 1

0 0

6 0 9

月年
日本銀行〇〇代理店

7

〈機械化以外分〉

取 扱 店 番 号 支　払　月

1 1 22 1 8 6 8

2 1 8 6 8 1 1 2

円 円 円

2 1 9 8 0

0

元　　　　　金 利　　　　　子 計

承　認　払 （元金）

　　〃　　 （利子）

滅紛失利賦札元利金

合　　　　　計

区　　　　　分 枚数

1 9 8

① 

② 

③ 

④ 



 

支払済証券類等受領書の例示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 本受領書中「日本銀行業務局（統轄店経由）」とあるのは、「日本銀行業務局」と読み替え

る。 

● 業務局から送付を受けた受領書は、送付内訳表原符に添付して保管（保管期間１年）する。 

 

 

 

  

⑤支払済証券類等

の袋入れ 

 

○ 支払済証券類等を次のとおり区分して内袋に納め、その

表面に枚数・金額・代理店名などを記載する。 
 

○ 上記内袋を取まとめて包装し、その表面に○債と赤色で表

示する。 

 

支払完了分の印鑑票および氏名等届出書の送付枚数 



 

 
支払済証券類等の袋入れ区分・表示例  

  ● 支払済証券類（機械化分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ● 支払済証券類等（機械化以外分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 送付内訳表等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

支払済 

 領収証書 

 

支払済 

 利 札 

 

支払済 

 賦 札 

 

支払済証券類等 
（機械化以外分） 
○○枚 
元金×××円 
利子××× 
計 ××× 

日本銀行○○代理店 2/3 
 

送付内訳表等 
○枚 

日本銀行○○代理店 3/3 
 

支払完了分の記名国債証券

印鑑票または氏名等届出書

に印鑑票等（見本証券添付

分）が含まれるときのみ。 
送 付 内 訳 表 

（受領書添付） 

見本証券 

 

支払済 
賦 札 

証券類を納めたもの
である旨の表示で赤
色で表示する。 

統轄店が日本銀行本店のときは、 
「日本銀行業務局国債証券業務
グループ」とする。 

〒×××－×××× 

○○市○○町…… 
日本銀行○○店  御中 
 

○○市○○町…… 
 日本銀行○○代理店 

 

書留 

債 
同一包装中に納めた内袋の数をあらわすための追次番号。 

2袋のときは 1/2・2/2のように記載する。 

支払済賦札 
○○枚×××円 

日本銀行○○代理店 1/3 

国債利子内訳表 

統轄店の窓口に提出
するときは、○債を赤
色で表示するほか、
統轄店名および代理
店名のみを記載する
ことでよい。 

支払完了分の記名 

国債証券印鑑票 

支払完了分の氏名

等届出書 



 

 

⑥支払済証券類等

の送付 

 

○ 前記⑤により包装した支払済証券類等は、書留郵便（一

般書留）など確実な方法により、支払月の翌月初第３営業

日までに統轄店あて発送する。 

 
＊ 統轄店の窓口に提出してもよい。 

 

⑦国債証券類受付

書などの受理 

 

○ 統轄店から国債証券類受付書の日本銀行業務オンライン

による送付または窓口における交付（支払済証券類等を窓

口に提出した場合のみ）を受けたときは、これを送付内訳

表原符に添付する。 

 
   ＊ 統轄店経由で送付を受けた支払済証券類等は、業務局が内容を

調査確認したうえ支払済証券類等受領書などを日本銀行業務オ
ンラインなどにより送付するが、支払済証券類等を統轄店で受付
けた旨を連絡するため、取あえず統轄店が受付書の交付などをす
る。 

 

  国債証券類受付書の例示  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 業務局から支払済証券類等受領書の送付を日本銀行業務

オンラインにより受けたときは、送付内訳表原符に添付し

て保管（保管期間１年）する。 

 

 

国債証券類受付書 

摘 要 括 数 

６年６月分 

支払済の証券類 

(支払済領収証書) 

括 

３ 

２ 

受  付  日 

店     名 

上記国債証券類は、鑑査未了のためとりあえず本書を交

付します。 

なお、鑑査の結果、送付内訳表の枚数および金額と相違

ないときは、受領書を交付します。 

 

(日付 ) 6.7.5 

○○代理店 
 ６ 年 ７ 月 ５ 日 

日本銀行○○支店 



 

 

○ ３２７④を横線のとおり改める。 

 

④領収証（交付通知 

書）などの送付 

 

○ 領収証（交付通知書）・領収証送付書を一括して封筒に

納め書面により交付月の翌月５日までに、交付状況報告

表を日本銀行業務オンラインにより交付月の翌月５日

正午までに統轄店へ送付提出する。 

＊ 日本銀行ホームページに掲載されている交付状況報告表を使

用する場合には、当該交付状況報告表は、本書と控が一つのファ

イルとなっているが、控を削除せずに日本銀行業務オンラインに

より送付提出する。 

  なお、上記の期限までに送付提出が困難なときは、そ

の旨を統轄店（本店管下代理店は業務局国債証券業務グ

ループ）へ連絡する。 
 

以下略（不変） 

  



 

 

○ ４２２─２中 相続順位の略図 を次のとおり改める（全面改正）。 

 

 

  

 

 相続順位の略図  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第１順位 第４順位 

（死亡） 

祖父母 

第２順位 

第３順位 

父母 

（養父母を含む） 

現記名者 

子 
（養子・特別養子を含む） 

孫 
（代襲相続人） 

配偶者 

配偶者は常に 

相続人となる 

兄弟姉妹 

おい・めい 
（代襲相続人） 



 

 

○ ４２３─３─１②の証券受領書の記載例中「鹿児島市大竜町１２」を「○○市

○○町○○」に改める。 

 

○ ４２８─１の印鑑票の記載例中「鎌倉市御成町２─１─３」を「○○市○○町

１─２─３」に改める。 

 

○ ４２８─１の印鑑票の記載例中「横須賀市衣笠栄町２─５」を「○○市○○町

５─６─７」に改める。 

  



 

 

○ ４２９─１①を横線のとおり改める。 

以下略（不変） 
 

○ ４２９─１②を横線のとおり改める。 

以下略（不変） 
 

○ ４２９─１③を横線のとおり改める。 

以下略（不変） 
 

○ ４２９─１④を横線のとおり改める。 

以下略（不変） 
 

○ ４２９─１⑤を横線のとおり改める。 

以下略（不変） 
 

○ ４２９─２①を横線のとおり改める。 

以下略（不変） 
 

  

 ①４２９－１―１ 証券（利賦札）滅紛失届の受付時 ⇒ 略（不変） 

 ②４２９－１－２ 滅紛失 
利賦札元利金（償還金）支払 

請求書の受付時 ⇒ 略（不変） 
代  証  券  交  付 

 

③４２９－１－３ 
滅紛失代証券・滅紛失利賦札元利金（償還金）支払通知

書の受入時 
⇒ 略（不変） 

 ④４２９－１－４ 発見届（支払（交付）請求書未提出分）の受付時 ⇒ 略（不変） 

 ⑤４２９－１－５ 記名変更請求と支払場所変更請求の同時請求 ⇒ 略（不変） 

 ①４２９－２―１ 証券（利賦札）滅紛失届の受付時 ⇒ 略（不変） 



 

 

○ ４２９─２②を横線のとおり改める。 

以下略（不変） 

 

○ ４２９─２③を横線のとおり改める。 

以下略（不変） 

 

○ ４２９─２④を横線のとおり改める。 

以下略（不変） 

 

○ ４２９─２⑤を横線のとおり改める。 

以下略（不変） 

  

 ②４２９－２－２ 滅紛失 
利賦札元利金（償還金）支払 

請求書の受付時 
⇒ 略 

（不変） 代  証  券  交  付 

 
③４２９－２－３ 

滅紛失代証券・滅紛失利賦札元利金（償還金）支払

通知書の受入時 

⇒ 略 

（不変） 

 ④４２９－２－４ 発見届（支払（交付）請求書未提出分）の受付時 ⇒略（不変） 

 ⑤４２９－２－５ 記名変更請求と支払場所変更請求の同時請求 ⇒略（不変） 



 

 

○ ５００を次のとおり改める（全面改正）。 

５００ 削  除 

 

○ ６００を次のとおり改める（全面改正）。 

６００ 削  除 

 

○ ７２０を次のとおり改める（全面改正）。 

 

７２０ 元 利 金 の 送 金 請 求 

  

元利金の送金請求を受けたときは、通常の元利払手続きのほか次の手続きをする。 
⇒  ２３２参照・記名国債証券の元利金の支払 

 

事 務 手 順 取   扱   要   領 

 

①国債元利金送金請

求書の受理 

 

 

 

 

 

 

 

 

②送金費用など 

 

 

 

 

 

 

 

③送 金 方 法 

 

 

 

 

 

○ 送金請求書またはこれに準ずる書面を提出させる。 

● 送金されたい旨の文言が記載されている書面であ

れば、送金請求書に準ずる書面として取扱ってよい。 
 
 
 

 

 

 

 

 

○ 送金費用は請求者の負担とし、元利金支払額から送金

費用を差引く。 

○ 送金額の明細を記載した適宜の送付書を添えて送金

する。 

 

 

 

 

○ 請求者が指定しているときはその方法により、指定し

ていないときは現金書留など確実な方法による。 

 

 

送金請求書 
記載例参照 

送 付 書 
記載例参照 



 

 

送金請求書・送付書の記載例 

〔設例〕  第十一回特別弔慰金国庫債券い号 ２５万円券 賦札２枚 １００，０００円 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

   

 

 

 

 

① 送金方法の指定。 

② 送金額の明細を記載する。 

③ 送金日付を表示し、「送金済」の旨を記載する。 

④ 書留郵便物受領証など送金関係書類とともに支払票に添付して保管（保管期間５年）する。 

⑤ 国債元利金支払計算書に送金額の明細を記載し、送付書に代用してよい。 

⑥ 個人番号の記載は不要。 

 

 

 

 

  

 

元 金 送 付 書 

（日付）6.6.17 

 

甲野太郎 殿 

日本銀行〇〇代理店 

 
貴殿ご請求の元金について以下のとおり送付します。 

記 

元金額  100,000円 

送金費用   762円 
（内訳）書留料  678円 

郵便料   84円 

差引送金額 99,238 円 

 

以 上 

 

　

送金額　 　99,238

６．６．１７

送金済

支払額　　100,000

送金費用　　　762

合　計

利　子

円

円

円

100,000

100,000

書式No.301

注意　送金途中の危険は請求者の負担とする。

国 債 元 利 金 送 金 請 求 書

（日　付） ６．６．１０

（該当事項を〇で囲むこと）

 １．送金方法

  局 払 郵 便 為 替

  現   金   書   留

  その他（具体的に記載すること）

 ２．税区分

  居   住   者

  内  国  法 人

  その他（具体的に記載すること）

下記国債元利金を送金費用差し引きのうえ、上記あて

住所

日本銀行〇〇代理店
御中

送金して下さい。

東京都〇〇市△△町１－１

　甲 野 太 郎

〒ＸＸＸ-ＸＸＸＸ

印

甲

野
個人番号

(法人番号)

氏名

元　金

① 

② ③ 

⑤ 

④ 

⑥ 



 

 

 

○ ７３０を次のとおり改める（全面改正）。 

 

○ ７４０を次のとおり改める（全面改正）。 

 

 

○ ７５１－１②を横線のとおり改める。 

 

②証券・記名国債

証券買上償還請

求書・買上げを

必要とする旨の

証明書の確認な

ど 
 

 

 

 

 

 

 

 

○ 略（不変） 

略（不変） 

 

（証  券） 

● 略（不変） 
 

要  項 

国債名称・記号・番号・金額・支払期日・財務大臣（平成１

２年１２月以前発行のものは大蔵大臣）の印影（全部買上の

証券のみ） 

見本証券類参照―証券用紙には、「財務省印（平成１２

年１２月以前発行のものは大蔵省

印）」のす
・

か
・

し
・

が入っている。 

 

● 上記の要項が欠けているもの、偽造・変造・真偽不明の

ものは、業務局国債証券業務グループ統轄店（本店管下代

理店は業務局営業・国債業務企画グループ）へ照会し、そ

の指示により取扱う。 

 

 

以下略（不変） 

 

 

  

７３０ 削除 

７４０ 削除 



 

 

○ ７５１－２②を横線のとおり改める。 

 

②証券・記名国債

証券買上償還請

求書・買上げを

必要とする旨の

証明書の確認な

ど 
 

 

 

 

 

 

 

 

○ 略（不変） 

略（不変） 

 

（証  券） 

● 略（不変） 

  要 項  

国債名称・記号・番号・金額・支払期日・財務大臣の印影（全部買上の証

券のみ） 

見本証券類参照－証券用紙には、「財務省印」のすかし
・ ・ ・

が入っている。 

 

● 上記の要項が欠けているもの、偽造・変造・真偽不明のものは、業務

局国債証券業務グループ統轄店（本店管下代理店は業務局営業・国債業

務企画グループ）へ照会し、その指示により取扱う。 

 
 

以下略（不変） 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

○ ７７０を次のとおり改める（全面改正）。 

 

○ ８１０を横線のとおり改める。 

 

失効証券類の呈示または失効証券類についての照会を受けた場合には、以下のと

おり取扱うこととなる。もっとも、当該取扱いは発生頻度が僅少となることから、

業務局営業・国債業務企画グループに照会のうえ、その指示により取扱うこととし

て差支えない。 

 

事 務 手 順 取   扱   要   領 

①失効証券類の受

入 

○ 失効証券類の呈示または失効証券類についての照会を受

けたときは、なるべく提出させるよう取計らう。 

 
＊ 失効証券類とは次のものをいう。 

● 消滅時効完成により効力を失った証券・利賦札 

⇒ 消滅時効完成により効力を失った無記名国債証券について

は、日本銀行ホームページの消滅時効完成銘柄 参照 

● 略（不変） 

● 略（不変） 

⇒ 略（不変） 

⇒ 略（不変） 

＊ 略（不変） 

 

以下略（不変） 

 
失効証券類受付書の記載例 

以下略（不変） 

  

７７０ 削除 

８１０ 失 効 証 券 類 の 取 扱 い 



 

 

○ ８２０中あらましを横線のとおり改める。 

 

あらまし 

● 略（不変） 

 

＊ 略（不変） 

⇒ 略（不変） 

 

● 略（不変） 

＊ 略（不変） 

⇒ 略（不変） 

 

● 元利金の消滅時効完成などにより不用となった見本は、業務局（統轄店経由）から

の通知に基づき自店において廃棄する。 

⇒ 見本国債証券類配布配付一覧参照 

 

 

○ ８２０（参考１）を次のとおり改める（全面改正）。 

  



 

 

（参考 1） 

見本国債証券類配付一覧 
【令和６年１１月現在】 

種    別 （銘 柄） 券 面 種 類 枚数 

1.遺族国庫債券 い号  
50,000 

30,000 

円券 

 
2 

2.引揚者国庫債券 〃 
自 

至 

28,000 

7,000 
 4 

3.特別給付金国庫債券 い号またはち号  200,000  1 

4.特別弔慰金国庫債券 
い号 

に号 
 

30,000 

30,000 
 

1 

1 

5.第二回特別給付金国庫債券 
い号 

は号またはほ号 
 

100,000 

50,000 
 

1 

1 

6.第三回特別給付金国庫債券 い号  100,000  1 

7.引揚者特別交付金国庫債券 〃  100,000  1 

8.第四回特別給付金国庫債券 〃  600,000  1 

9.第五回特別給付金国庫債券 〃  300,000  1 

10.第二回特別弔慰金国庫債券 〃  200,000  1 

11.第六回特別給付金国庫債券 〃  
300,000 

150,000 
 

1 

1 

12.第七回特別給付金国庫債券 〃  600,000  1 

13.第三回特別弔慰金国庫債券 〃  120,000  1 

14.第八回特別給付金国庫債券 〃  50,000  1 

15.第九回特別給付金国庫債券 〃  600,000  1 

16.第十回特別給付金国庫債券 〃  1,200,000  1 

17.第十一回特別給付金国庫債券 〃  20,000  1 

18.第四回特別弔慰金国庫債券 〃  300,000  1 

19.第十二回特別給付金国庫債券 〃  600,000  1 

20.第十三回特別給付金国庫債券 〃  50,000  1 

 

 

 



 

 

種    別 （銘 柄） 券 面 種 類 枚数 

21.第十四回特別給付金国庫債券 い号  750,000 円券 1 

22.慰労金国庫債券 〃  100,000  1 

23.第五回特別弔慰金国庫債券 〃  180,000  1 

24.第十五回特別給付金国庫債券 〃  150,000  1 

25.第十六回特別給付金国庫債券 〃  900,000  1 

26.第十七回特別給付金国庫債券 〃  1,800,000  1 

27.特別葬祭給付金国庫債券 〃  100,000  1 

28.第六回特別弔慰金国庫債券 〃  400,000  1 

29.第十八回特別給付金国庫債券 〃  900,000  1 

30.第十九回特別給付金国庫債券 〃  1,000,000  1 

31.第七回特別弔慰金国庫債券 〃  240,000  1 

32.遺族国庫債券 2 号  50,000  1 

33.第十三回特別給付金国庫債券 を号  50,000  1 

34.第十七回特別給付金国庫債券 と号  1,800,000  1 

35.第二十回特別給付金国庫債券 い号  150,000  1 

36.引揚者国庫債券 も号  28,000  1 

37.引揚者特別交付金国庫債券 て号  170,000  1 

38.第十回特別給付金国庫債券 れ号  1,200,000  1 

39.第十九回特別給付金国庫債券 に号  1,000,000  1 

40.第二十一回特別給付金国庫債券 い号  1,000,000  1 

41.遺族国庫債券 5 号  50,000  1 

42.引揚者特別交付金国庫債券 さ号  170,000  1 

43.引揚者国庫債券 す号  28,000  1 

44.第三回特別給付金国庫債券 よ号  100,000  1 

45.第七回特別給付金国庫債券 れ号  600,000  1 

 



 

 

 

種    別 （銘 柄） 券 面 種 類 枚数 

46.第十九回特別給付金国庫債券 へ号  1,000,000 円券 1 

47.第二十二回特別給付金国庫債券 い号  2,000,000  1 

48.特別給付金国庫債券 よ号  200,000  1 

49.第四回特別給付金国庫債券 ね号  600,000  1 

50.第十回特別給付金国庫債券 そ号  1,200,000  1 

51.第十七回特別給付金国庫債券 り号  1,800,000  1 

52.第八回特別弔慰金国庫債券 い号  400,000  1 

53.第十三回特別給付金国庫債券 わ号  50,000  1 

54.第二十三回特別給付金国庫債券 い号  1,000,000  1 

55.遺族国庫債券 9 号  50,000  1 

56.第十七回特別給付金国庫債券 わ号  1,800,000  1 

57.第二十二回特別給付金国庫債券 に号  2,000,000  1 

58.第二十四回特別給付金国庫債券 い号  1,000,000  （注 1） 

59.第九回特別弔慰金国庫債券 〃  240,000  1 

60.第二十五回特別給付金国庫債券 〃  150,000  （注 1） 

61.遺族国庫債券 13 号  50,000  （注 1） 

62.     〃 14 号  50,000  （注 1） 

63.第二十六回特別給付金国庫債券 い号  1,000,000  （注 1） 

64.第二十七回特別給付金国庫債券 〃  2,000,000  1 

65.第十回特別弔慰金国庫債券 〃  250,000  1 

66.第二十八回特別給付金国庫債券 〃  500,000  （注 1） 

67.第十一回特別弔慰金国庫債券 〃  250,000  1 

68.第二十九回特別給付金国庫債券 〃  500,000  （注 1） 



 

 

種    別 （銘 柄） 券 面 種 類 枚数 

69.第三十回特別給付金国庫債券 い号  1,100,000 円券 （注 1） 

  合     計 68（注 2） 

 

（注 1 ）該当の記名国債証券の印鑑票または氏名等届出書を備付ける支払場所として指定さ

れた店舗に対してのみ、当該印鑑票または氏名等届出書と同枚数だけ配付。 

（注 2 ）（注１）にかかる見本の枚数を除く。 

 

 

 


